
​徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務​

​公募型プロポーザルに関する企画提案書作成要領​

​１　提出書類​

​　　提出書類、様式及び提出部数を次表に示す。​

​番号​ ​提出書類の内容​ ​規格及び制限枚数​ ​提出部数​

​１​ ​表紙（様式第４号）​ ​Ａ４、１頁​

​正本1部、​

​及び電子データ​

​２​ ​具体的な提案内容(任意様式)​

​Ａ４​

​１５頁まで​
​３​ ​業務実績(任意様式)​

​４​ ​実施体制(任意様式)​

​５​ ​スケジュール(任意様式)​

​６​ ​見積内訳が明確にわかる参考見積書(任意様式)​ ​Ａ４、３頁まで​

​　　番号２から５については１つにまとめて提出すること。​

​　　​

​２　提出書類​

​　　持参又は郵送(書留郵便又は配達証明に限る。)​

​３　提出期限​

​　　令和7年12月8日（月）午後4時必着　企画提案書提出締切​

​　　※この期限までに必要書類の全ての提出がないものは受付けない。​

​４　提出先​

​徳島県知事戦略局　　広報担当​

​〒770－8570　徳島県徳島市万代町１丁目１番地​

​　　​​TEL:088-621-2020​

​５　企画提案のポイント​

​(１)事業の目的​

​徳島県では、県内外に向けた情報発信の強化を進めているが、より多くの方へ情報を届けるた​

​め、認識性に優れた屋外型ＬＥＤビジョンを徳島県万代庁舎の敷地内へ設置することとする。本​

​プロポーザルでは、安全性を担保した上で効率的にＬＥＤビジョンを設置できるよう、機器の納​

​入、実施設計及び工事施工について企画・提案を求め、総合的に最も優れた事業者を公募型プロ​

​ポーザル方式により選定する。​

​　​
​(２)特に求めるポイント​

​円滑な設置・運営ができるよう、人員や資機材が計画的に確保できること、機器及び構造体に​

​対する高い知識を有していること、機器の利便性（使用方法や保守内容）が考慮されているこ​

​と、安全対策を取り入れた実施計画の提案を求める。​

​　(３)提出資料に記述する内容​

​表紙​ ​事業所名、代表者名、代表者印、所在地、担当者名、電話番号、ＦＡＸ番号、​

​電子メールアドレス​

​具体的な​

​提案内容​

​表紙に記述した事業者が特定される情報は記載しないこと​

​仕様書に記載された内容のほか、特に以下の点について具体的に記載すること​

​（ＬＥＤビジョンについて）​

​・耐震性、耐火性等の災害に強い構造となっていること​

​・道路に面するため適切な輝度、角度で設計されていること​

​・故障時等トラブル発生時の対応が検討されていること​

​・16:9で３画面を配置した配信に対し、適切なサイズ、ＬＥＤ素子ピッチで設​

​計されていること​

tel:088-621-2338


​具体的な​

​提案内容​

​（制御機器について）​

​・簡素でわかりやすい構成を心がけること​

​・初心者でも容易に使用できるアプリケーションを用いること​

​・故障時等トラブル発生時の対応が検討されていること​

​（施工について）​

​・通行量が多い場所のため、安全管理の策が講じられていること​

​・工事に対する理解度が高く、関連する法令等に十分な知識を有していること​

​・本業務に必要な人員、備品等の手配が可能であること​

​（保守運用について）​

​・仕様書で記載の保証期間に対応した保守契約や保守体制であること​

​・運用中に想定される諸経費が整理されていること​

​業務実績​ ​表紙に記述した事業者が特定される情報は記載しないこと​

​過去５年以内の屋外型ＬＥＤビジョン設置・設計業務の実績について記載する​

​こと。​

​実施体制​ ​表紙に記述した事業者が特定される情報は記載しないこと​

​業務を実施するための体制について記載すること。​

​・業務を遂行するための指揮命令系統が適切であること​

​・自身の役割を理解した人員の確保ができていること​

​・資格を有し、建設業法をはじめとした関連法令等に対応できるものを配置し​

​ていること。​

​スケジュー​

​ル​

​表紙に記述した事業者が特定される情報は記載しないこと​

​完了確認までのスケジュールを記載すること​

​経費見積書​ ​表紙に記述した事業者が特定される情報は記載しないこと​

​経費見積書について具体的に記載​

​　　　　    ※企画提案書において、実施体制として他の事業者の協力を得て業務を実施する旨を記載する​

​場合は、予めその事業者の合意を得ておくこと。​

​６　企画提案についての留意事項​

​(１)企画提案書は、１参加者につき１提案までとする。​

​(２)企画提案書を受理した後の追加及び修正は認めない。​

​(３)提出された企画提案書が次項に該当するときは無効となる場合がある。​

​　　①虚偽の内容が記載されているもの​

​　　②企画提案書の内容や提出方法等が本要領の規定に適合しないもの​


